
 

 

 

 

令和５年３月１０日 

四 国 電 力 株 式 会 社 

 

 

伊方発電所における通報連絡事象（令和５年２月分）について 
 

 

○ 令和５年２月に当社から愛媛県および伊方町ほか関係自治体に通報連絡した事象は 

以下の２件です。これらの事象による環境への放射能の影響はありませんでした。 

 
事   象 発生月日 発表月日 県の公表区分 

１．伊方発電所における当社従業員の救急搬送

について 
2月 6日 2月 6日 Ａ 

２．伊方発電所における協力会社従業員の負傷

について 
2月 18日 2月 21日 Ａ 

県の公表区分 Ａ：即公表 

Ｂ：48時間以内に公表 

Ｃ：翌月 10日に公表 

ＰＰ：可能となった段階で速やか 

に公表 

 

○ なお、今月は過去に発生した通報連絡事象についての原因と対策をまとめた報告書の

提出はありませんでした。 

 

（別紙）伊方発電所における通報連絡事象の概要（令和５年２月分） 

 

 

以 上 



 

 

 

 

別紙   

 

伊方発電所における通報連絡事象の概要（令和５年２月分） 

 
１．伊方発電所における当社従業員の救急搬送について 

 

２月６日、伊方発電所構内の総合事務所（管理区域外）において、当社従業員が体調

不良を訴えたため、救急車を要請し、病院に搬送しました。 

なお、当該従業員は意識があり、被ばく、汚染はありませんでした。 

 

 

２．伊方発電所における協力会社従業員の負傷について 

 

２月１８日、伊方発電所３号機の原子炉補助建屋（管理区域内）において、火災感知

器設置工事のための機材運搬に係る作業を行っていたところ、協力会社従業員が指を負

傷したため、社有車にて病院に搬送しました。 

当該従業員は、搬送先の病院で手術を受けて入院し、「指尖部左環指圧挫創、指尖部

左環指切断、左末節骨環指開放骨折」と診断されました。 

なお、当該従業員の被ばく、汚染はありませんでした。 

 

 

 


